


平成23年度土木工事共通仕様書　修正（工事費構成書）

編 章 節 条 項
項
以
下

章節条項
(項目見出し）

新条文 編 章 節 条 項
項
以
下

章節条項
(項目見出し）

新条文

3 1 1 2 3 1 ３.工事費構成書 受注者は、請負代金額が１億円以上で、６ヵ月を超える対象工
事の場合は内訳書の提出後に発注者に対し、当該工事の工事費
構成書の提出を求めることができる。また、発注者が提出する
工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げ
る各工種、種別および細別の数量に基づく各費用の工事費総額
に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字２桁（３
桁目または小数３桁目以下切捨）の百分率で表示した一覧表と
する。

3 1 1 2 3 1 ３.工事費構成書 受注者は、請負代金額が１億円以上で、６ヵ月を超える対象工
事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工
事費構成書の提示を求めることができる。また、総括監督員が
提出する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括
表に掲げる各工種、種別および細別の数量に基づく各費用の工
事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字
２桁（３桁目または小数３桁目以下切捨）の百分率で表示した
一覧表とする。

3 1 1 2 4 1 ４.工事費構成書
の提出

発注者は、受注者から工事費構成書の提出を求められたとき
は、その日から14日以内に受注者に提出しなければならない。

3 1 1 2 4 1 ４.工事費構成書
の提出

総括監督員は、受注者から構成書の提示を求められたときは、
その日から14日以内に主任監督員を経由して受注者に提出しな
ければならない。
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